
　「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」（休眠預金等活用法）

が平成３０年１月より施行されます。

　この法律により、当組合にお預けいただいている長期間ご利用のない預金は、最終異動日等から１０年

６か月を経過する日までに当組合において公告を行ったうえで、預金保険機構に移管されます。

　預金が移管された後におきましても、お客さまのご請求により払戻しは可能です。

　※預金保険機構に移管後のご請求にあたっては、預金通帳・証書およびお取引印をお持ちいただき、

　　運転免許証その他本人確認書類により預金者ご本人であることの確認をさせていただくなど所定の

　　手続きのうえで払戻しとなります。

【休眠預金について】

　　　１．休眠預金とは、最終異動日等から１０年を経過した預金をいいます。

　　　２．「預金」とは当座預金、普通預金、別段預金、定期預金、貯蓄預金、定期積金です。

　　　　　尚、マル優口座は施行規則3条により「預金」から除外されていますのでご注意願います。

【「最終異動日等」について】

　「最終異動日等」は次のとおり金融機関すべてが共通で該当する異動事由１～３に加え、当組合が行

政庁の認可を受けた４～７を「異動事由」としており最終異動日は１～７のうち最も遅い日をいいます。
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　　以　上

異動事由にあたるお取引一覧表



預金種類別の異動事由該当可否一覧

別紙

預金種類

認可事由４
認可事由預貯金
通帳・証書の発行、

記帳、繰越

認可事由５
残高照会

×

×

×

×

×

○

○

○

○

○

○

○

定期積金

普通預金

貯蓄預金

○

○

納税準備預金

スーパー定期預金

大口定期預金

期日指定定期預金

通知預金

×

○


